
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
新年あけましておめでとうございます。 

2018年は 4月に介護報酬改定があり、8月に「現

役並み所得者」の利用料を 3割引き上げ、10月から

生活援助の「ケアプランの届出制」と福祉用具貸与

の上限価格設定など、さらなる給付削減と負担増を

はかる改悪が行われた 1年だったと思います。 

今年は消費税 10％の引き上げが 10 月にねらわれ

ています。また、昨年末に政府が示した「新改革工

程表」では、ケアプランの有料化、多床室の室料徴

収、軽度者の生活援助の見直し、アウトカム評価の

拡大など次期の制度見直しの検討課題として、もり

込まれています。利用者と職員を守るために“Big 

Wave”を起こし改悪を共に阻止しましょう。 

 

 
12 月 17 日に「特養あずみの里裁判の最終弁論」

が長野地方裁判所松本支部で行われ、神奈川民医連

から 3 名が参加し、1 名は傍聴することができまし

た。最終弁論では 250ページを超える調書で窒息が

無かったこと、警察の捜査がいかにずさんだったか、

判決次第では今後の介護業界に大きな影響を与える

ことが述べられました。 

3月 25日の判決を迎えるまでに 1筆でも多くの署

名を裁判所に届けましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
京都民医連では期待数 6,000筆を超えて、7366筆

を集約しました。乙訓診療所では 11月 17、18日に

行われた「向日市まつり」で 213筆を集めました。1

筆でも多く国会へ届けましょう。 

12 月 14 日に北千住駅西口前にて介護保険制度の

改善、介護従事者の処遇改善等を求める請願署名を

実施しました。15 名の職員が参加し、17～18 時の

行動で 57筆の署名が集まりました。 

広島医療生協

の縄手知美氏を

部長としてに広

島民医連に介護

職部会が立ち上

がりました 

1 月は介護職

部会活動の始め

として広島民医

連の介護職の現

状を把握するア

ンケート調査に

取り組みます。 

 
全日本民医連には毎日、全国から署名が届いてい

ます。現在、集計作業を急いで行っており、集計作

業が終わり次第、集約数を報告させていただきます。 

お手元に署名が残らないよう、あますことなく全

日本民医連まで郵送していただくようお願いいたし

ます。通達第ア－302 号でお知らせしたとおり 2 月

20日(水)に署名の提出を国会議員会館（部屋は未定）

で行います。 
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